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令和８年度由布市創業支援事業補助金募集要領  

 

１．目的  

　この事業は、地域経済の活性化と雇用機会の創出及び地域に密着する人材の

確保を図るため、創業時に必要な初期費用を「由布市創業支援事業補助金」に

より助成することで、創業者の資金負担を軽減し、本市における創業及び創業

者の成長を促進することを目的としています。  

 

２．補助対象者  

　次の（１）から（６）までを全て満たす方を補助対象者とします。  

（１）令和７年４月１日以降に創業した又は本年度中に創業予定の者で、次の

いずれかに該当する者であること。  

　　・個人事業主の場合、市内に主な事業所と住所を有していること（予定含

む）。  

　　・法人の場合、市内に本店を置いていること（予定含む）。  

　　　※応募は代表者（応募主体は個人となります）。  

（２）中小企業者であること（予定含む）。  

（ ３ ） 補 助 事 業 完 了 ま で に 、 由 布 市 創 業 支 援 事 業 計 画 に 記 載 さ れ て い る　　　

特定創業支援事業を受け、由布市から証明書の交付を受けていること。 

（４）由布市に税の滞納がないこと。  

（ ５ ） 過 去 に 本 補 助 金 又 は 市 か ら 同 様 の 趣 旨 の 補 助 金 等 の 交 付 を 受 け て　　　

いないこと。  

（６）由布市商工会の会員又は由布市商工会の会員となることを予定している

者であること。  

 

　次のいずれかに該当する場合は、補助対象外者となります。  

・ 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者  

・ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の規定により許可又

は届出を要する事業を行う者  

・ フランチャイズ契約又はこれに類する契約に基づき事業を行う者  

・ 公序良俗に問題のある事業や公的な資金の使途として社会通念上不適切

であると判断される事業を行う者  

・ 創業日時点で過去３年以内に同業種の廃業がある者  

・ その他市長が適当でないと認める者  

 

３．補助対象事業  

　補助対象者が創業における事業活動を行うための新たな事業所の開設（開設

場所が由布市内であるものに限る。）を伴うものであって、次に定めるものと

します。なお、仮設等の恒常的でない事業所は対象外とします。  

（１）市の地域資源を活用した事業  

（２）地域課題を解決することが特に認められる事業  

（３）新規性・独創性が特に認められる事業  

（４）その他市長が特に認める事業  
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４．補助対象経費  

　補助対象経費は、次のとおりとします。  

 

（１）事業所賃借料  

　事業所の賃貸借契約上の月額賃料（敷金、礼金、駐車場費、光熱水費、共益

費等を除く。）  

　※住居兼事務所については、事務所専有部分に係る賃借料のみ（間仕切り等

により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されている

場合に限る）。  

 

（２）事業所整備費  

　新たに開設する事業所の外装・内装・設備（備品を除く。）に係る工事費用  

　※住居兼事務所については、事務所専有部分に係る工事費用のみ（間仕切り

等により物理的に住居等他の用途に供される部分と明確に区別されてい

る場合に限る）。  

 

（３）法人登記等に係る経費  

　法人設立に係る定款認証手数料及び登録免許税、商号登記に係る登録免許税、

司法書士等に支払う申請書類作成経費、事業承継に伴う廃業や第三者承継時

に係る仲介手数料、申請書類作成経費  

 

（４）販売促進に係る経費  

　広告宣伝費、パンフレット作製費、ホームページ製作費  

　※社名を記載した消耗品や記念品等、広報宣伝のための配布物であっても、

汎用性のあるものは対象外。  

 

（５）機械設備費  

　機械及び設備（取得価額が１０万円以上のものに限る）に係る費用（各種製

造設備、作業用機械）  

　※市の償却資産課税台帳に登録されるもの、される予定のものに限ります。

（太陽光発電機を除く。）  

　※汎用性のあるものは対象外（例：パソコン、カメラ等容易に持ち運びがで　  

　　き、他の目的に使用できるもの）  

 

（６）人件費  

　市内に住所を有する従業員の人件費（ただし、補助事業者・補助事業者の２

親等以内の親族を除く）  

 

　※また、次の点に注意してください。  

　・本補助金の交付決定日から、補助対象事業完了日までの契約・発注・納品

等により発生した経費に限られます。（ただし、事業所賃借料については、

交付決定日より前に賃貸借契約を締結した事業所等であっても、交付決定
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日以降に支払った補助対象期間中の費用は補助対象とします。）  

　・上記の対象経費のうち、市以外の機関又は団体から、別途、助成金を受け

る場合は、助成金を受けた額を引いた残りの額を対象経費とします。  

　・「消費税及び地方消費税」、「振込手数料」は補助対象経費にはなりません。 

 

５．補助金額、補助上限額及び補助対象期間、補助率  

　補助金の額等は次のとおりとします。また、予算に限りがありますので一定

以上の申請が採択された場合、申請額満額の補助金が交付されない場合があ

ります。  

 

※ 重点創業…下記①～④のいずれかに該当し、かつ、審査会で特に市が支援  

             するべき事業と認められた場合は重点創業となり、補助上限が  

             最大１５０万円になります。  

 

　　　 ①空き家及び空き店舗（由布市定住促進住宅情報登録制度「空き家バ  

　　　　 ンク」に登録されている物件に限る。）の活用に関する事業  

 　　　②雇用の創出に繋がる事業（自らが行う事業において雇用を行う場合、　　  

　　　　 一人以上の雇用を行うもの。）  

　　　 ③地域課題を解決すると特に認められる事業  

　　　 ④廃業等による地域資源の喪失防止を目的とした事業承継により実施  

　　　　 される事業  

 

 

 

 

 

 
経費区分 補助率

補助  

金額
限度額

補助対象  

期間

 
（１）事業所賃借料

４/５

１００万円  

 

※重点創業の  

場合は  

１５０万円

（１）～（６）

を  

合算して  

100 万円  

 

※重点創業の  

場合は合算して  

１５０万円

交 付 決 定 日

から  

事 業 完 了 年

月 日 ま た は

令 和 ９ 年 ３

月 １ ９ 日 ま

で

 
（２）事業所整備費

 （３）法人登記等に　　

　係る経費

 （４）販売の促進に  

　係る経費

 

（５）機械設備費

1/2

 

５０万円  

 

※重点創業の  

場合は  

１００万円  

 

（６）人件費
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６．補助事業のスケジュール  

　補助金の支払いは「精算払い」となります。  

 

 

７．事業スキーム  

 

令和
９年度

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月

令和８年度

補
助
金
交
付

募
集
期
間

補助対象期間(

希
望
者)  

創
業
セ
ミ
ナ
ー
受
講

審
査
会
／
交
付
決
定

　
　
　
〇
実
績
報
告
／
確
定
審
査

　
　

　
　
　
〇
開
業

　
　

　
　
　
〇
改
修
工
事
等

　
　

　
　
　
〇
特
定
創
業
支
援
事
業
受
講
等
　
　

創業支援事業者
（由布市商工会）（大分県産業創造機構）

創業者
由布市

（商工観光課）

①交付申請

③交付決定

②受付/
審査会

⑦確定審査（交付額決定）

⑥実績報告

⑧補助金申請

④特定創業支援

事業を受けたこ

との証明書の交

⑤特定創業支

援事業を受けた

ことの証明書交

⑨補助金交付

①～④

◆創業相談

◆特定創業支

援

⑩～３年間（※由布市商工会）

◆フォローアップ

　（定期的な相談・確認）

　（決算状況の確認）

連携

事
業
実
施
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８．申請方法及び提出書類  

（１）特定創業支援事業者等の支援機関への事前相談・申請書類の作成  

　申請する前に、補助の要件を満たすかどうかを確認のうえ、特定創業支援事

業者等の支援機関（由布市商工会等）に事業計画や資金調達等について相談

し、申請書類を作成してください。  

　  

（２）申請期間  

　令和８年４月２０日（月）から令和８年６月２６日（金）１７時まで  

　※土日、祝祭日は除きます。  

 

（３）申請及び連絡先　  

　持参または郵送（最終日必着）してください。  

 

　由布市商工観光課  

　〒８７９－５４９８　由布市庄内町柿原３０２番地  

　電　話　０９７－５８２－１３０４  

　ＦＡＸ　０９７－５８２－１３６１  

　Ｅ－Ｍａｉｌ　ｓｈｏｋｏ＠ｃｉｔｙ.ｙｕｆｕ.ｌｇ.ｊｐ  

 

（４）提出書類は、次のものを各１部ずつ提出してください。  

 

 

９．審査及び交付決定　  

　提出された事業計画書等について、「新規性・独創性」、「成長性・収益性」、

 書　類　名 備　　　考

 補助金交付申請書 様式第１号

 事業計画書 別紙１

 滞納のない証明書 滞納のない証明書

 由布市暴力団排除条例に基づく誓

約書

 住民票の写し 個人事業主のみ、コピーではなく原本を提出

 
税務署に提出した開業届書の写し

個人事業主のみ（開業前の者は除く）、コピ

ー可

 法人登記事項証明書 法人のみ

 
対象経費の見積書

各経費の見積書の写し又はそれに代わるも

の※消費税抜きの金額がわかるもの

 
事業所の場所が分かる地図

既に事業所の賃貸借契約を結んでいる場合

は、その契約書の写し

 譲渡契約書等事業承継されたこと

が分かるもの
事業承継の場合のみ

 
その他資料

その他、事業説明に必要は書類がある場合は

提出してください。
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「実現可能性・継続性」、「地域への貢献度」等の審査を行い、その審査結果

をもとに市が補助金の交付を決定します。審査では申請者によるプレゼンテ

ーション（５分程度）及び審査委員からの質問に答えていただきます（10

分程度）。審査の日程については、別途通知します。  

 

　※応募多数の際は、事務局による事前の書類審査を行う場合があります。そ

の際は全ての申請者に結果を通知し、事前審査通過者には別途プレゼンテ

ーション審査の日程を通知します。  

　  

 

10．交付決定後の手続き等  

（１）変更申請  

　交付決定後、申請内容に変更がある場合は、変更申請に係る書類の提出が必

要になる場合がありますので、必ず事前に商工観光課にご相談ください。  

 

（２）実績報告  

　交付決定後に補助事業を実施し、当年度３月１９日までに次の書類を１部、

商工観光課まで提出してください。  

 

 

※全ての補助対象事業が完了していなくても、それまでに発生した補助対象

経費（支払までが完了したもの）については、実績報告をする必要があり

ます  

 

（３）補助金の請求  

　実績報告後、市が書類の審査を行い、補助金の額を確定します。確定の通知

を受けた後、「補助金交付請求書（様式第５号）」を商工観光課に提出してく

 書　類　名 備　　　考

 実績報告書 様式第４号

 事業実績書 別紙２

 収支決算書 別紙３

 契約書の写し 発注書、納品書、請求書等

 支払いを証する書類の写し 領収書等

 特定創業支援事業を受けた証明書

の写し

 
住民票の写し

交付申請時に提出できなかった個人事業主

のみ

 
税務署に提出した開業届書の写し

交付申請時に提出できなかった個人事業主

のみ

 法人登記事項証明書 交付申請時に提出できなかった法人のみ

 補助対象事業により開設した事業

所の写真

事業所の内外で改修工事を行った箇所がわ

かるもの

 雇用保険加入証明書 経費に人件費がある方のみ
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ださい。請求書の提出後、指定の口座に補助金を振り込みます。  

 

（４）特定創業支援事業について  

　補助事業完了までに必ず特定創業支援事業（※）を修了し、市から証明書の

交付を受けてください。  

　※由布市創業支援セミナー、由布市商工会、大分県産業創造機構において１

ヶ月以上の期間をかけて、４回以上、経営、財務、人材育成、販路開拓の

４分野全ての必要知識を身に付けるための創業セミナー受講や個別指導

を受けてください。  

 

（５）補助後のフォローアップについて  

  補助金の交付を受けた方は、由布市商工会のフォローアップを受けていただ

きます。  

 【フォローアップの内容】  

　・事業進捗状況についての定期的な相談・確認（概ね４半期に１回以上） 

　・決算状況の確認（補助事業完了後３年間、１年に１回）  

 

11．その他注意事項  

（ １ ） 審 査 過 程 や 審 査 内 容 に 関 す る お 問 い 合 わ せ に は 、 一 切 お 答 え で き　　　

ません。  

（ ２ ） 応 募 書 類 の 内 容 に つ い て は 、 本 補 助 金 の 審 査 以 外 に 使 用 す る こ と　　　

はありませんが、特別なノウハウや営業上の秘密事項等については、あ

らかじめ法的保護を行うなど、申請者の責任で対応してください。  

（３）補助事業者となった場合は、企業名・事業計画の概要などについて、公

表させていただくことがあります。  

（４）提出された書類は返却しませんので、必要な場合は各自でコピーを取っ

ておいてください。また、書類作成に生じた経費は自己負担となります。 

（ ５ ） 虚 偽 の 申 請 で あ る こ と が 判 明 し た 場 合 や 補 助 金 交 付 後 の フ ォ ロ ー　　　

アップを拒否するなど、補助事業者としてふさわしくないと認められる

場合には、交付決定を取り消すことがあります。また、交付決定の取消

に伴い、交付された補助金の返還を求めることがあります。  

（ ６ ） ご 提 出 い た だ い た 書 類 な ど の 個 人 情 報 は 、 本 補 助 金 に お け る 補 助　　　

事業者の決定及び決定後の支援以外の目的で使用することはありませ

ん。  

（７）その他「由布市補助金交付規則」及び「由布市創業支援事業補助金交付

要綱」の規定に従っていただきます。  

（８）事業計画の中で補助対象とした購入資産について、処分（譲渡や廃棄）、

承認された事業以外への転用、担保提供をする場合には、「由布市補助

金等の交付に関する規則」に則り、一度交付した補助金を返還していた

だくことがあります。また、取得価格が５０万円以上の財産の処分等に

ついては、補助事業が完了した後であっても、事務局の承認を受ける必

要があります。ただし、「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」で

定められた耐用年数を経過した場合は、この限りではありません。  
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（９）３年以内に当該事業を廃止した場合、補助金の全部又は一部を返還して

いただく場合があります。（ただし、災害等やむを得ないと認められる

場合を除く）


